
 

 

 

 
ホスピタル坂東敷地内における障害者等用駐車区画の設置に伴い、 

以下のとおりバス停を移設します。 

 移設バス停 ホスピタル坂東 

 対象ルート 庁舎間シャトル、沓掛・内野山ルート 

 移 設 時 期  令和７年１１月２８日（金）まで ➔ 移設前バス停  

令和７年１２月 １ 日（月）から ➔ 移設後バス停  
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移
設
後
は
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往
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で
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。

バ ス 停 移 設 の お 知 ら せ 

コミュニティバス坂東号 

 ホスピタル 

坂東 
 

移設後 

移設後 

移設前 

障害者等用駐車区画の設置

により、現在のバス停位置

（移設前）での運行が不可 

 問合せ 坂東市役所 企画課 TEL 0297-21-2181 


